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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
五
号

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
の
海

洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
令
和
二
年
東
京
都

告
示
第
七
十
号
）
の
一
部
を
令
和
二
年
六
月
二
十
四
日
付
け
で
次
の

よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
項
中
「９７２

人

」
を
「８９４

人

」
に
、
「３

,４００
ト
ン

」
を

「３,２９３ト
ン

」
に
、
「４２億

円

」
を
「４０億

円
」
に
改
め
る
。

第
二
項
中
「令

和
３
年
６
月
ま
で
）

注
１

」
を
「令

和
３
年
６

月
ま
で
）

１０,０００ト
ン

」
に
改
め
、
「（

注
１
）
令
和
２
年
ま
さ

ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
、
管
理
の
対
象
と
な

る
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
。

」
を
削
る
。

第
三
項
中
「令

和
３
年
６
月
ま
で
）

注
２

」
を
「令
和
３
年
６

月
ま
で
）

９,９５０ト
ン

」
に
改
め
、
「（

注
２
）
令
和
２
年
ま
さ

ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間

が
開
始
す
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
。

」
を
削
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
六
号

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

東
京
都
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
令
和

二
年
一
月
二
十
三
日
東
京
都
告
示
第
七
十
号
）
一
㈩
の
別
に
定
め
る

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
の
一
部
を
令
和
二
年
七
月
七
日
付
け
で
次
の
よ
う

に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
２
の
表
中
「１

５
．
５
ト
ン

」
を
「１

５
．
８
ト
ン

」
に
、

「０
．
９
ト
ン

」
を
「１

．
２
ト
ン

」
に
、
「２
２
．
６
ト
ン

」
を

「２
６
．
５
ト
ン

」
に
改
め
、
第
３
中

「１
４
．
１
ト
ン

２
１
．
５
ト
ン

」
を

「１
４
．
１
ト
ン

２
５
．
４
ト
ン

」
に
、

「１
４
．
１
ト
ン

」
を

６
．
１
ト
ン

１
．
０
ト
ン

２
１
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

「１
４
．
１
ト
ン

」
に
改
め
る
。

６
．
１
ト
ン

１
．
０
ト
ン

２
５
．
４
ト
ン

３
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

公

告

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
よ
る
土
地
及
び

建
物
登
記
の
完
了
に
つ
い
て

東
京
都
市
計
画
事
業
瑞
江
駅
西
部
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に

よ
り
変
動
が
あ
っ
た
土
地
及
び
建
物
に
係
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

登
記
が
完
了
し
た
の
で
、
東
京
都
市
計
画
事
業
瑞
江
駅
西
部
土
地
区

画
整
理
事
業
施
行
細
則
（
平
成
六
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
三
号
）

第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

羽
村
市
小
作
台
四
丁
目
六
番
十
六

の
一
部

小
金
井
市
本
町
五
丁
目
八
番
三

号株
式
会
社
Ｋ
’
Ｓ
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

奈
良

光
治

羽
村
市
羽
加
美
三
丁
目
千
三
百
十

九
番
一
、
千
三
百
二
十
二
番
二
及

び
同
番
四

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

代
表
取
締
役

山
野
井

優

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
五
丁
目
六
十

八
番
、
六
十
九
番
一
の
一
部
及
び

同
番
五

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

昭
島
市
松
原
町
五
丁
目
三
千
十
一

番
一

あ
き
る
野
市
瀬
戸
岡
四
百
二
十

五
番
地
一

秋
留
台
土
地
活
用
有
限
会
社
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代
表
取
締
役

岸
野

和
幸

日
野
市
西
平
山
一
丁
目
三
十
一
番

一
、
同
番
九
か
ら
同
番
十
一
ま
で

及
び
三
十
二
番
一
の
各
一
部

日
野
市
多
摩
平
一
丁
目
二
番
地

の
一
大
木
ビ
ル
内

株
式
会
社
大
木
不
動
産

代
表
取
締
役

大
木

茂

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

玉
川
髙
島
屋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

マ
ロ
ニ
エ
コ
ー
ト

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
玉
川
二
丁
目
二
十
七
番
五
号

三

設
置
者
名

東
神
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
十
七
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

Ｚ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
本

浩
丈

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

松
山

恭
子

八

変
更
日

令
和
元
年
八
月
二
十
五
日

九

届
出
日

令
和
二
年
六
月
十
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

玉
川
髙
島
屋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
十
七
番
一
号

三

設
置
者
名

東
神
開
発
株
式
会
社
ほ
か
三
名

四

設
置
者
住
所

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
十
七
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
銀
座
マ
ギ
ー
ほ
か
百
九
十
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
銀
座
マ
ギ
ー
ほ
か
百
七
十
八

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
や
ま
と

ほ
か
三
十
八
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
五
番
二
号
（
株

式
会
社
山
本
山
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
五
番
一
号
（
株

の
住
所

式
会
社
山
本
山
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
村

裕
二
（
株
式
会
社
や
ま
と
）
ほ

か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

矢
嶋

孝
行
（
株
式
会
社
や
ま
と
）
ほ

か

十
二

変
更
日

令
和
二
年
二
月
二
十
四
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
二
年
六
月
十
九
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
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働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

立
川
タ
ク
ロ
ス

二

店
舗
所
在
地

立
川
市
曙
町
二
丁
目
二
番
二
十
二
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機
ほ
か
十
二
名

四

設
置
者
住
所

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号
ほ
か

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

百
八
十
七
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内

百
台

七

変
更
前
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

二
箇
所

店
舗
西
側
ほ
か

八

変
更
後
の
駐
車
場
の

自
動
車
の
出
入
口
の

数
及
び
位
置

一
箇
所

店
舗
西
側

九

変
更
日

令
和
三
年
三
月
五
日

十

届
出
日

令
和
二
年
六
月
三
十
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑

報

令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
決
算
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

一

組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

東
京
都
・
特
別
区
（
二
十
三
区
）
・
一
部
事
務
組
合
（
四
組

合
）
・
広
域
連
合
（
一
団
体
）
・
地
方
独
立
行
政
法
人
（
二
団

体
）

計
三
十
一
団
体

二

組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
被
扶
養
者
数

組
合
員
数

一
二
五
、
七
九
四
人

標
準
報
酬
の
月
額

長
期

五
六
、
一
八
七
、
〇
八
四
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
五
〇
、
四
九
一
円
）

短
期

五
七
、
四
六
〇
、
八
一
二
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
六
二
、
五
九
五
円
）

保
健

五
六
、
三
二
五
、
八
九
九
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
五
三
、
四
二
六
円
）

被
扶
養
者
数

九
一
、
一
五
八
人

（
組
合
員
一
人
当
た
り
〇
・
七
二
人
）

三

組
合
の
役
員
数

理
事
長

一
人

理
事

七
人

監
事

三
人

四

各
経
理
単
位
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、

別
表
一
及
び
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
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